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１． はじめに 

（１）研究背景と先行研究 

本研究は、戦前において日本人の文化財保護意識

がどのようなものであったのかを、その歴史的経緯

とともに明らかにしようとしたものである。日本の

文化財保存行政は明治初頭に始まり、世界でも有数

の充実した遺産保護の仕組みを今日まで育ててきた。

この近代日本における文化財保護の歴史について、

これまで法律など制度面からの研究は多くなされて

きたが、その制度の外で、政府また民間人がどのよ

うな文化財保護意識を有し活動を展開してきたかは

明らかにされていない。 

戦前においても制度の外で、積極的に文化財保護

に参加し発言した人々が存在していた。それは、明

治政府が保存行政の重要な対象としまた市民の保護

意識も高かった京都・奈良の人々であり、また広く

当時の日本の知識人たちであった。彼らが戦前日本

の文化財保護に与えた影響、その保存活動の実態と

それを支えた意識については詳細な研究が行われて

いない。文化財保護が急速に発展した戦前日本で、

行政外の保護意識
注１
の発展過程を検証することで、

戦前日本の保護意識の実態をより明確にすることが

できると考える。 

（２）研究方法 

本研究は歴史研究であるため、文献調査が中心と

なる。また、本研究で扱う文化財は、古社寺保存法・

国宝保存法の保存対象であった古社寺と古美術品と

する。 

文献調査においては、当時の知識人の意識の動向

を知るために雑誌論文を中心に扱った。雑誌論文で

の記事を当時の社会背景などと照らし合わせながら、

保存行政の中心にあった京都や奈良の人々や広く日

本の知識人たちが文化財にどのような役割を求めた

かを整理し、保護意識を考察していった。 

明治初～30 年までは保存行政黎明期にあたると

ころから、まず政府の保護意識について、またこの

時期に重要な役割を果たした京都・奈良における

人々の保護意識について検証した。明治３０年以降

になると、雑誌が数多く発行されるようになり、社

会情勢も反映して、文化財保護に対する知識人たち

の考えが雑誌掲載記事を媒体に盛んに発表されるよ

うになる。保存行政を批評する彼らの保護意識を検

証した。最後に、以上により検証した明治初頭から

昭和初頭にかけての保護意識の展開をまとめて結論

とした。 

 
２．国家事業から見る保護意識について―古社寺保

存法成立まで― 

まず初めに、明治４年古器旧物保存の布告から明

治 30 年古社寺保存法の制定までの政府が行政の制

度のうちで展開してきた保護意識について述べる。

本研究では対象を古社寺と古美術品としているので、

その 2 点に絞って、保存行政の動きと意識を見てい

く。 

（１）古美術品の保存 

古美術品の保存は、美術行政と「旧慣」保存へと

組み込まれていった。美術行政は殖産興業と美術教

育の振興、古美術品保存の３点で構成されていた。

1 点目の殖産興業は、良質の古美術を保存すること

で良質な美術工芸の創作・輸出を促すという経済的

戦略としての性格が強いものであった。2 点目の美

術教育の振興は、フェノロサ、岡倉の東京美術学校

職員によって展開され、彼らは美術教育振興を頭に

おきながら古美術品の調査保存に努めていた。3 点

目の古美術品保存については、明治 10 年代中頃から

の天皇中心の体制に向けて、御物と社寺の管理を中

心に、宮内省と内務省で行われた。この 3 点目は「旧

慣」
注２
の保存とも深く関わっていた。明治政府は、
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皇室関係の文化財を重点的に保存することで、欧州

諸国に日本の正史を語り、日本も「一等国」である

ことを示す、という文化的戦略を狙ったものだった。

以上から、古美術品を正史の徴証、美術の標範であ

るとみなしており、対外、対内両方を意識した保存

であったと考察できる。 

（２）古社寺の保存 

一方で古社寺の保存は、3 つの保護意識が存在し

た。１つ目は明治 10 年代～20 年代の社寺局の社寺

体制を守ろうとする宗教行政的理由、2 つ目は明治

初年の古器旧物保存の流れを汲んだ明治 10 年代～

20 年代の博物局の名物学的価値による建造物の保

存、そして明治 20 年代後半の伊東忠太の美術的価値

に基づく保護意識、この 3 つの価値が合流し、古社

寺保存法へとつながっていった。 

以上が保存行政の主な流れだが、この明治初頭か

ら中期頃、「旧慣」の保存の対象地域では、内部で独

自の保護意識が発展した。3 章では保存行政対象地

の内部の保護意識について論述していく。 

【図1】保存行政の流れと保護意識 

 
３．事業対象地（奈良・京都）から見る保護意識に

ついて―明治30年までを対象に― 

「旧慣」保存の対象地として、政府が選んだのが、

奈良・京都であった。 

（１）奈良の古社寺保存行政 

奈良は、明治政府が最も重要視していた皇室文化

保存対象地であったため、特に史蹟と正倉院を中心

とした明治政府主導の保存行政が長く続いていた。

しかし、奈良では保存行政から漏れてしまった中小

社寺が多く存在していたため、民間事業による保存

活動も展開された。展開された民間事業として博覧

会の開催、講・保存会の設立などが挙げられるが、

いずれも単独での大きな保存活動ではなく、基本的

には受け身の姿勢であった。 

（２）京都の古社寺保存行政 

一方、明治時代の京都で展開した古社寺・古美術

品保存は、受け身ばかりの保存活動ではなかった。

京都も、保存行政から漏れてしまった中小社寺が多

く存在していたのに加えて、東京遷都による京都の

まちとしての衰退の危機もあり、京都府・京都市行

政は保存活動を行わなければならなかった。京都府

は古社寺保存関連事業（京都博覧会、第四回内国勧

業博覧会、平安遷都千百年紀念祭、京都都保勝会設

立・運営）を組み込んだ「京都策」を、明治 20 年代

を中心に展開した。しかし、「京都策」の古社寺保存

関連事業は産業としての性格が強く、また中小社寺

の資金不足を補うこともできなかったため、古社寺

保存としては消化不良の残るものだった。京都市は

保存課題を解消するため、同じ課題を抱えている奈

良県に加えて、当時盛んに保存啓発活動を行ってい

た民間団体の京都美術協会と提携を結び、古社寺保

存法の成立を目指した。 

協力関係を結んだ奈良と京都は、それぞれ古社寺

保存の必要性を認識していたが、根底にある意識は、

異なるものであった。奈良は皇室への貢献と国体の

淵源地としての使命感、京都は奈良への対抗意識と

美術の淵源地としての使命感からの由来であること

が、当時の行政文書や京都美術協会の機関誌『京都

美術協会雑誌』、また地元新聞『日出新聞』記事から

も判明した。 

奈良・京都の尽力もあって明治 30 年に古社寺保存

法が制定されたが、法律の制定後、保護意識の形成

に次なる展開を示したのが、知識人たちだった。 

【図2】奈良・京都の保護意識 
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４．知識人たちの保護意識―雑誌記事を中心に― 

明治 20 年代頃から、雑誌が増加し、知識人たちが

自身の論を主張する場が増えた。彼らが執筆した古

社寺・古美術品保存に関する記事を、古社寺保存法

から国宝保存法までの期間で掲載時期と雑誌の種類

で検証したところ、三期にわけることができた。明

治 30年の古社寺保存法成立から明治 34 年までの総

合雑誌・歴史雑誌を中心に掲載された第一期、明治

35 年から大正時代までの学術専門雑誌を中心に掲

載された第二期、昭和初期の博物館専門雑誌の台頭

期を第三期とし、各期の知識人の保護意識について

検証した。 

（１）明治30～34年の保護意識―歴史的価値と史料

的価値の主張― 

主に総合雑誌・歴史雑誌に登場した明治 34 年まで

の知識人たちは、文芸評論家（思想家）・歴史家・美

術家の 3 つの立場に整理することができた。また、

それぞれの記事を分析した結果、知識人たちは保存

する意義の拠り所として、美術的価値・歴史的価値・

史料的価値の 3 つの価値について言及した。 

美術的価値とは美術史上の価値に基づき得られた

評価を指し、歴史的価値とは古社寺・古美術品を通

して歴史を追想することを重視した価値観を指し、

史料的価値とは古社寺・古美術品を学問、特に史学

の分野で貢献することを重視した価値観を指す。 

どの価値観を重視するかは立場によって異なって

おり、特に 3 つの価値の中で当時の知識人たちの共

通の価値認識は、歴史的価値であった。しかし、こ

の価値によって目指すべき目標は異なっており、美

術家は美術教育振興のため、文芸評論家と歴史家は

国民の元気・品格向上のためであった。 
【表1】知識人の保護意識の分析に関する表 

  文芸評論家

（思想家） 
歴史家 美術家 

美術的価値 〇 〇 ◎ 

歴史的価値 ◎ ◎ 〇 

史料的価値 〇 ◎ ― 

目指すべき

目標 
国民の元気・品格向上 

美 術 教

育振興 

 
（２）明治35年～大正時代の保護意識 
古社寺保存法が制定されてある程度時間が経つと、

総合雑誌では古社寺・古美術品に関する記事は掲載

されなくなり、記事の掲載は専門雑誌のみでされる

ようになった。古社寺であれば『建築雑誌』、古美術

品であれば『美術新報』というように、各雑誌で扱

う文化財の種類の棲み分けが行われた。それぞれの

雑誌が専門とする分野に細分化されて、各専門雑誌

でそれぞれで保存に関する記事が掲載されたが、昭

和に入ると古美術品に関する記事は、博物館専門雑

誌『博物館研究』へと集約された。 

（３）昭和初期の保護意識 

古美術品保存に関する記事を多く掲載していた博

物館専門雑誌『博物館研究』とは、昭和初期の博物

館設置運動に大きな役割を果した「博物館事業促進

会」の機関誌である。『博物館研究』では、古美術品

の保存管理問題、国宝の国公立博物館への出陳の義

務化、郷土教育の高揚の影響など、昭和初期の保存

管理の現場が抱える課題や今後の展望に関する記事

が多く掲載された。 

『博物館研究』の中でも、大正初期から盛んにな

った郷土教育の影響を受けた博物館に関する議題は、

様々な分野の知識人たちによって論じられた。棚橋

源太郎を中心とした昭和初期の知識人たちは、博物

館の展示品について郷土の過去と現勢を示し、かつ

郷土の発展に貢献するものでなければならないと主

張した。この郷土の過去を示すものは、美術的価値

は含まない先史時代から近世までの古器旧物・考古

品・遺品が推奨された。 

この昭和初期の郷土教育の影響を受けた、地域的

特色の強い展示品構想について、先行研究では郷土

教育の影響であることが指摘されているが、本研究

の分析から、郷土教育の風潮に先行して明治後期の

知識人たちが地域的特色の重要性を主張していたこ

とが明らかになった。 

この時期、戦前日本で第二次博物館設置運動が巻

き起こっており、明治後期の知識人たちの主張は、

この運動と関連したものであった。分析に用いた記

事を書いた知識人は、岡倉天心、高山樗牛、箕作佳

吉の３人である。3 人の設置推奨地と推奨展示品を

整理してみると、地域的特色と、時代的特色の２点

に整理することができた。特に岡倉が提案した展示

品構想は、高山が地域的特色、箕作が時代的特色そ

れぞれを指摘しているのに対して、両方を意識した

ものだった。地域的特色と時代的特色に軸を置いて

見てみると、3 人の主張は、奈良京都以外で近世ま

での正史を有する地方と、日本におけて重要な地方

史の２点に整理することができた。 

以上の明治後期から昭和初期までの構想と明治 0
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年代から明治 30 年までの中央行政による保存対象

を流れに組み込んでみると、明治 0 年代～30 年が

「日本淵源地にある正史」、明治後期が「地方にもあ

る正史と時代を象徴する美」、昭和初期が「各地方の

先史時代から近世までの地方史と文化」と、徐々に

地域的特色と時代的特色の保存対象範囲が拡大して

いっていると言えるだろう。 

以上から、知識人たちの保護意識は、雑誌論文を

媒体に、それぞれの学問に準じた価値観のもと保存

の意義を考えており、時代が下るにつれ、保存の対

象は地域的にも時代的にも範囲が広がっていった。 

 
５．国家の古社寺・古美術品保存行政に対する知識

人の意識 

第 4 章で、各々拠り所である学問に即した保護意

識を知識人たちは持っていたことが判明したが、保

存行政に対しては、知識人はどう考えていたのか。

第５章では知識人たちの保存行政に対する保護意識

について検証した。 

第 2 章、第 3 章でも述べたが、明治 2 年より国家

による古社寺の官費営繕は行われていたものの、営

繕対象は神社のみで、旧器破壊風潮に疲弊した多く

の寺院は救済されなかった。明治 10 年代～20 年代

では社寺局が寺院を対象とした保存金の交付による

処置を施したが、国家が対象としたのは大規模寺院

だけであり、奈良や京都でも対象から外れた中小社

寺は講や保存会の力を頼らざるを得なかった。しか

し、それでも中小社寺の資金不足を補うことができ

ず、奈良県と京都市では保存課題を解消するため、

民間団体の京都美術協会も参入して、古社寺保存法

の成立を目指した。 

古社寺保存法が成立したものの、保存管理の点で

は不備のあった法律であったため、知識人たちは保

存方法について論じる必要があった。明治３０年代

は特に火災から古社寺・古美術品を守ることに重点

が置かれ、防災の観点から博物館で保管を推奨する

概略的な意見が出現した。一通り議論しつくした後

は、知識人たちの間で話題に上ることもなかったが、

関東大震災での被災によって再び保存方法について

検討し、耐震を含んだ保存管理を優先する性格の強

い保護意識へと展開した。特に、『博物館研究』が発

行されてからは「美術歴史考古品保存問題」研究会

が開かれるなど、意欲的な姿勢と実務的な保存管理

へと保存現場の実情に即した議題へと変質した。こ

れらの保存管理は、第二次世界大戦の影響で昭和 10

年代になると防空対策へと展開していく
注３
。 

 
６．保護意識・保存の議論の「場」・それに参加する

知識人たちの変容 

以上、第 3～5 章にかけて、明治初頭から昭和初頭

の保護意識の変遷をみてきた。 

保護意識の展開は、価値、保存管理、保存対象の

３つにわけることができる。まず、1 点目の価値に

ついて、明治初～30 年までは、保存行政の対象地で

あった奈良・京都内で展開された。奈良では皇室へ

の貢献と国体の淵源地としての使命感、京都は奈良

への対抗意識と日本美術の淵源地としての使命感を

根底に保存活動を展開していた。次の明治 30～34年

までは、美術的価値・歴史的価値・史料的価値の３

つの価値が出現し、昭和初頭には、郷土教育の影響

を受けた価値観が出現した。 

次に、2 点目の保存管理については、明治 30 年頃

に社寺の火災、古美術品の盗難の被害が相次いでい

たことから、知識人たちは博物館での管理を推奨し、

関東大震災以後の昭和初頭では耐震を重視したもの

となった。 

最後に 3 点目の保存対象については、古社寺保存

法が制定されたり、郷土教育の影響を受けたりして、

その対象は地域的に見ても、時代的に見ても広がっ

ていった。 

 

【図3】知識人の保護意識の展開図 

 
ここで、もう一点注目すべき箇所がある。保護意

識の発展とともに、保存に関する議論を行う「場」

と、それに参加する人が、意識と合わせて展開して

いたことである。 

法整備が整う前の明治初年～30 年は、中央行政・

奈良・京都を中心に保存活動が展開されていたため、
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中央行政の役人や奈良・京都の名望家によって、中

央行政・奈良・京都で議論された。 

法整備が整った後の明治 30（古社寺保存法成立）

～34 年までは、雑誌論文の発展も重なって、文芸評

論家（思想家）・美術家・歴史家などの多様な知識人

たちによって総合雑誌・歴史雑誌で議論された。 

明治 34 年～大正期末までは、各専門雑誌が自身の

学問と関係ある文化財のみを取り上げるようになっ

て細分化されたため、美術家・建築家・歴史家など

各専門分野の学者によって議論された。 

そして、昭和初頭（国宝保存法成立）になると、博

物館専門雑誌が創刊されたことによって、古美術品

の保存の議論はここに集中することとなる。また議

論する人も博物館の関係者、つまり保存の実務家へ

と変化した。 

これらから、近代日本において知識人たちはそれ

ぞれの保護意識を持ち、雑誌論文という「場」で議

論を交わすことで、行政とは別の文脈で保存に関わ

る言論活動を展開していたことがわかる。知識人た

ちによる自由な保存の議論の「場」の形成と活発な

議論こそが、近代日本での古社寺・古美術品の主体

的な保存活動の発展を促していった。 

 
【図4】議論された「場」と人の変化 

 

脚注 

注 1 本稿での「保護意識」とは、「古社寺・古美術品への保存に対

する意識」とする。 

注 2 「旧慣」保存とは、明治 10 年 1 月から 7月までの明治天皇

京都・大和国行幸における京都滞在を契機とするものである。当

時の日本は条約改正などのために、国際社会において欧米諸国の

ような「一等国」になる必要があり、オーストラリアやロシアの

帝室に倣った日本皇室の伝統的儀礼の「旧慣」保存がなされた。

宮内省を中心に推し進められたこの事業は、聖域化をめざす皇室

の権威を伸長するものとして機能した。（高木博志：『近代天皇制

の文化史的研究－天皇就任儀礼・年中行事・文化財』 校倉書房 

1997） 

注 3 椎名仙卓：『近代日本と博物館―戦争と文化財保護―』 雄山

閣 2010 
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